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新株予約権等に関する事項

新株予約権
の名称 割当日 新株予約権の数

新株予約権の
目的となる

普通株式の数
新株予約権の

行使期間
新株予約権
の行使価額

(１株当たり)

第71回 2016. 6. 7 1,853個 185,300株 2019. 4.20～2024. 4.19 1円

第76回 2017. 6. 9 1,519個 151,900株 2019. 4.20～2024. 4.19 1円

第77回 2017. 6. 9 5,536個 553,600株 2020. 4.20～2025. 4.19 1円

第78回 2017. 6. 9 1,428個 142,800株 2021. 4.20～2026. 4.19 1円

第79回 2017. 6. 9 1,777個 177,700株 2022. 4.20～2027. 4.19 1円

第80回 2017. 6. 9 470個 47,000株 2023. 4.20～2028. 4.19 1円

第81回 2017. 6. 9 1,321個 132,100株 2024. 4.20～2029. 4.19 1円

第84回 2017.11.17 18,052個 1,805,200株 2019.11.17～2024.11.16 684円

第85回 2018.11.20 17,282個 1,728,200株 2020.11.20～2025.11.19 573円

取締役および執行役（社外取締役を除く）

新株予約権
の名称 新株予約権の数 保有人数 新株予約権

の名称 新株予約権の数 保有人数

第77回 790個 4人 第80回 28個 1人
第78回 28個 1人 第81回 28個 1人
第79回 28個 1人

①　新株予約権等に関する事項
1. 当事業年度末日現在の新株予約権等の状況

(注) 1. 各新株予約権は、すべて現金報酬に代わるストック・オプションとして、金銭による払込みを要しない形で発行しています。
2. 各新株予約権の譲渡には取締役会の承認を要します。
3. 各新株予約権の一部行使はできません。また、権利行使制限期間中に退職等により役員または使用人の地位を失った場合は、原則として権利を失います。
4. 新株予約権の数および新株予約権の目的となる普通株式の数は当事業年度末日現在の数であります。
5. 第１回ないし第70回、第72回ないし第75回、第82回および第83回新株予約権は、権利行使、権利失効および行使期間の終了等により、すべて消滅いたしました。

2. 当事業年度の末日に当社役員が保有する新株予約権等の状況

(注) 1.　新株予約権の数は当事業年度末日現在の数であります。
2.　社外取締役に対してはストック・オプションを付与しておりません。
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新株予約権等に関する事項

付与されるRSUの総数 49,784,400個
（49,784,400株相当）

付与されるPSUの基準株数
(支給率150％を適用した場合の株数)

782,100株
（1,173,200株）

3. その他の重要な事項
　2024年５月16日、当社は譲渡制限株式ユニット（以下「RSU」）を当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等に
付与することを決議いたしました。

　2024年５月16日、当社は業績連動型株式ユニット（以下「PSU」）を当社の執行役に付与することを決議いたしました。
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監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　当社は、取締役の職務を補助する部署として取締役会室を設置しております。なお、業務執行からの独立性を確保するため、
同室の使用人の人事考課は監査委員会が選定する監査委員が行っております。

②　業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容および当該体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制に関する取締役会決議の内容は、以下のとおりです。また、当期における当該体制の運用状況の
概要は、それぞれ項目ごとに破線枠内に記載のとおりです。

＜野村ホールディングスにおける業務の適正を確保するための体制＞
　当社は、当社および野村グループの業務の適正を確保するため、以下の体制（以下「内部統制システム」という）を取締役会にお
いて定め、定期的にこれを評価し、必要な場合には見直しを行う。取締役会は、取締役および執行役の職務の執行の監督および野村
グループの経営の基本方針の策定等を通じて業務の適正を確保するほか、執行役による内部統制システムの整備・運用状況をモニタ
リングし、必要に応じてその改善を求める。
　さらに、取締役会は、顧客の利益の重視・社会的使命の十分な自覚・法令等の遵守・社会貢献活動への取組みなど、野村グループ
の役職員すべてが遵守すべき指針として「野村グループ行動規範」を定め、これを徹底させるものとする。

〈Ⅰ. 監査委員会に関する事項〉
　監査委員会は、法令に定める権限を行使し、会計監査人および監査法人ならびに社内の組織を利用して、取締役および執行役の
職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、野村グループの業務の適正の確保に資するものとする。

１. 職務を補助する取締役および使用人
(1) 取締役会は、執行役を兼務しない常勤の取締役の中から、「監査特命取締役」を任命することができる。監査特命取締役は、

監査委員会の監査を補助し、取締役会による取締役および執行役の職務の執行の監督を効果的に行うため、監査委員会の指示
に従って職務を行う。

(2) 監査委員会および取締役の職務を補助するため、取締役会室を置く。取締役会室の使用人の人事考課は、監査委員会または監
査委員会が選定する監査委員が行う。取締役会室の使用人に係る採用、異動、懲戒については、監査委員会または監査委員会
が選定する監査委員の同意を得なければならない。
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監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　当社の監査委員会は、必要に応じて主要な子会社である野村證券の監査等委員会と合同で開催しております。監査委員会の委
員長は野村證券の監査等委員会の委員長を兼務しており、さらに、国内外における子会社の監査役、監査委員および監査等委員
を当社の常勤監査委員や野村證券の監査特命取締役等が兼務することで、子会社の監査役等と密接に連携を図っております。ま
た、当社の監査委員会は、グローバルかつグループワイドな連携強化の観点から、野村證券、野村アセットマネジメント、野村
信託銀行の監査等委員や、海外３地域（欧州、米州、アジア）のそれぞれを統括する持株会社に設置された監査委員会の議長
と、監査業務上の課題や問題意識に関する情報共有を行っております。

２. 野村グループの監査体制
(1) 当社は、監査委員会が子会社の監査等委員会等と連携して監査を実施することができるよう、持株会社である当社を中心とし

たグループ監査体制を構築する。

(2) 監査委員会は、必要に応じて子会社の監査等委員会等と連携し、野村グループの業務の適法性・妥当性・効率性について監査
を行う。

３. 監査の実効性を確保するための体制
(1) 監査委員会が選定する監査委員または監査特命取締役は、経営会議等の重要な会議に出席または陪席することができる。

(2) 監査委員会は、会計監査人および財務諸表の監査を行う監査法人から、期初の監査計画、期中の監査状況、期末の監査結果、
財務報告に係る内部統制の状況について説明を求めることができる。また、監査委員および監査特命取締役は、会計監査人お
よび財務諸表の監査を行う監査法人と必要に応じて意見交換を行うことができる。

(3) 監査委員会が選定する監査委員は、必要に応じて自らまたは他の監査委員もしくは監査特命取締役を通じて、当社または当社
の子会社に対する実査を行うことができる。

(4) 監査委員会は、監査の実施にあたり必要に応じて、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用す
ることができる。
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監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　監査委員会の選定する監査委員は、執行から独立した形で重要なリスクについて議論するリスク委員会をはじめ、経営会議や
内部統制委員会等の重要な会議に出席または陪席しております。
　監査委員会は、会計監査人および財務諸表の監査を行う監査法人であるEY新日本有限責任監査法人から期初の監査計画、期中
の監査状況、期末監査結果および財務報告にかかる内部統制の状況について直接説明を受けております。加えて、監査委員長お
よび常勤監査委員は、EY新日本有限責任監査法人と定例の会議を実施するほか、監査委員が適宜に意見を求めるなど、EY新日本
有限責任監査法人と監査上の問題認識などの共有と意見の交換を緊密に行っております。
　また、監査委員は、必要に応じ自らまたは野村證券の監査特命取締役を通じて、当社の部室および野村證券の部室または営業
店等ならびに野村證券以外の子会社に対する実査および電話会議やインターネット会議等も利用したヒアリングを実施いたしま
した。それらの結果は、監査委員会に報告されております。
　なお、監査委員会は、外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて当該弁護士に専門的意見を求めております。

〈上記体制の運用状況の概要〉
　内部統制の有効性および妥当性を確保するため、当社にグループ・インターナル・オーディット部を、傘下の主要な子会社に
も内部監査の専任部署を設置しております。これらの内部監査部門が業務執行から独立して内部監査を行い、業務改善の勧告、
提言等を行っております。
　内部監査にかかる年次計画（年次計画の変更を含みます。）および予算の策定について、監査委員会または監査委員会が選定
する監査委員の承認を得ており、内部監査の実施状況およびその結果についても監査委員会において報告されております。
　監査委員会は、グループ・インターナル・オーディット担当役員から、内部監査体制の整備・運用状況、内部監査の実施状況
等について適宜報告を受けるほか、グループ・インターナル・オーディット担当役員に対し、今後確認が必要と考える監査のポ
イントを踏まえた内部監査計画の策定を要請するなど、内部監査部門との連携を行っております。
　また、監査委員長と常勤の監査委員は、会計監査人およびグループ・インターナル・オーディット担当役員と、定例の会議を
設けて監査上の問題認識などの共有と意見の交換を行っており、野村グループの監査活動の充実に努めております。

４. 内部監査体制
(1) 執行役は内部監査を担当する役員および部署を設置し、内部監査活動を通じて野村グループの業務全般にわたる内部統制の有

効性および妥当性が確保される体制を整備する。

(2) 内部監査に係る実施計画および予算の策定については監査委員会または監査委員会が選定する監査委員の承認を得るものと
し、内部監査部門の責任者の選解任については、監査委員会または監査委員会の選定する監査委員の同意を得なければならな
い。

(3) 監査委員会は、内部監査の実施状況等に関する報告の聴取、内部監査に係る実施計画の変更・追加監査の実施・改善策の策定
等に関する勧告等の活動を通じて、内部監査部門と連携を図るものとする。
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監査委員会に関する事項

〈Ⅱ. 執行役に関する事項〉
１. コンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理体制
(1) 野村グループ行動規範の遵守および徹底
執行役は、「野村グループ行動規範」を遵守することを宣誓し、もって定款および法令諸規則に照らして適法な経営を推進す
るとともに、執行役員および使用人に対し同規範の浸透を図り、その遵守を徹底する。

(2) コンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理体制の整備
執行役は、コンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理に関する規程の整備、所管部署および責任者の設置等、野村グル
ープにおけるコンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理体制の整備に努めるものとする。また、社会倫理および社会正
義に照らして疑義があると思料する事案に関する是正対応、ならびに遵法精神および社会常識を踏まえた使用人による業務の
取組みを徹底するための業務管理者等、コンプライアンス責任者を野村グループ各社に置き、もって法令諸規則等を遵守した
職務の執行を推進する。

(3) コンプライアンス・ホットライン
　①執行役は、野村グループにおける会計および会計監査に関する事項を含む法令遵守上疑義のある行為等について、使用人

が、当社の取締役会において指名する者に直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置する。
　②執行役は、コンプライアンス・ホットラインに対する匿名の通報および通報内容の機密保持を保障する。

(4) 金融犯罪等に関する体制の整備
野村グループは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を実施し、贈収賄を防止し、また、反社会的勢力または団
体との一切の取引および経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないものとする。執行役はそのため
に必要な体制の整備を行う。

6



2024/05/20 20:57:32 / 23071089_野村ホールディングス株式会社_招集通知

監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　当社は、野村グループの一員として取るべき行動の指針を示した「野村グループ行動規範」を策定し、野村グループの役職員
は毎年１回、この行動規範の遵守を宣誓することとしております。過去の不祥事からの教訓を再認識し、再発防止と社会および
お客様からの信頼の維持・獲得に向けて決意を新たにする日である毎年8月の「野村『創業理念と企業倫理』の日」に、適正なコ
ンダクトの在り方に関するディスカッション等を行うとともに、行動規範を遵守することへの宣誓を行っております。
　当社は、行動規範の浸透ならびにコンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理について議論・審議する場として野村グル
ープ・コンダクト委員会を設けるとともに、管理の枠組みとして「野村グループ・コンダクト・プログラム」を策定していま
す。また、「野村グループ・コンダクト・リスク管理規程」および「グループ・コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、
三線管理の考えのもと、第一線、第二線、第三線の役割を明確に定め、実効的な体制整備を進めております。第一線の各部門に
シニア・コンダクト・オフィサーを設け、部門の状況に応じたコンダクト・リスク管理を進めています。そして、第二線である
コンプライアンス部門においては、野村グループのコンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理を整備してその実効性を維
持する責任者としてコンプライアンス統括責任者を選任するとともに、各社および海外各地域にコンプライアンス責任者を設け
ております。コンプライアンス統括責任者は、コンプライアンス統括部署であるグループ・コンプライアンス部への指示等を通
じて、各社および海外地域のコンプライアンス責任者と連携し、グローバルなビジネス展開に対応した内部管理態勢の強化、お
よび海外拠点を含むグループ各社におけるコンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理体制の整備・維持を図っておりま
す。
　当社の設置する「野村グループ・コンプライアンス・ホットライン」では、匿名での情報提供を可能とし、情報提供に関する
秘密が厳守される体制を確保しております。情報提供における匿名性の確保を強化するため、専門の外部業者が提供する外部通
報窓口も導入しております。
　当社では「野村グループ行動規範」において、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、贈収賄・腐敗行為、反社会的勢力
との取引について高いレベルの管理体制をもってこれを防ぐことを基本方針としています。マネー・ローンダリングおよびテロ
資金供与（以下、AML/CFT）にかかるグローバルな方針として「野村グループ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対
策方針」を制定し、各地域・グループ会社で遵守すべき原則および基準を規定しています。
　野村グループでは、AML/CFT管理態勢を構築・維持する責任者としてグループAML/CFT統括責任者を選任しており、グルー
プAML/CFT統括責任者を補佐する金融犯罪対策部を設置しております。さらに野村グループ各社にはAML/CFT管理態勢に責任
を負うマネー・ローンダリング対策コンプライアンス・オフィサーを設置しています。
　また、贈収賄・腐敗行為防止にかかるグローバルな方針として「野村グループ贈収賄・腐敗行為防止方針」を制定し、コンプ
ライアンス統括責任者が贈収賄・腐敗行為防止態勢の構築に責任を負い、それを金融犯罪対策部が補佐することとしておりま
す。
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監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　野村グループでは、経営戦略の目的と事業計画を達成するために許容するリスクの種類および水準をリスク・アペタイトとし
て定めております。
　リスク管理に関する基本原則、枠組みおよびガバナンスを規定し、もって野村グループの適切なリスク管理に資することを目
的として、「リスク管理規程」を定めております。リスク管理を担当する部署は、ビジネスの執行を行う部署から独立した組織
として構成され、業務の執行にかかる種々のリスクの識別・評価・監視・管理を行っております。
　業務運営から生じるリスクは、リスク・アペタイトの範囲内に抑制するという基本方針のもと、経営会議または経営会議から
委任を受けたグループ・リスク管理委員会が、リスク管理に関する重要事項を審議し、決定しております。
　また、当社は、野村グループにおける危機管理の基本原則を「野村グループ危機管理規程」に定めております。野村グループ
各社においては、同規程に基づき、危機管理責任者が選任され、各社の危機管理の基本方針を定め、危機管理対策を審議してお
ります。さらに当社は、グループ危機管理委員会を設置し、国内、海外における有事の際の業務継続対応をはじめ、グローバ
ル・ベースでの危機管理態勢の整備を進めております。同委員会の決議内容は経営会議に対して報告されます。

２. リスク管理体制
(1) 執行役は、市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびオペレーショナル・リスク等を中心とする、野村グループの業務の

執行に係る種々のリスクの識別・評価・監視・管理の重要性を認識し、野村グループ各社においてその把握と管理に努める。

(2) 執行役は、リスク管理に関する規程の整備、所管部署および責任者の設置等、野村グループのリスク管理の実効性を維持する
体制の整備に努めるものとする。

(3) 執行役は、野村グループにおけるリスク管理体制の整備状況についてグループ・リスク管理委員会に報告する。グループ・リ
スク管理委員会においては、当該報告に基づき野村グループ全体におけるリスク管理の状況を分析し、業務に係る最適なリス
ク管理体制を構築するために、適切な対策を講じる。

(4) 執行役は、リスク管理に関する重要事項について、定期的、かつ適時にリスク委員会に対して報告し、一定の事項について同
意を得るものとする。

(5) 執行役は、自然災害またはシステム・ダウン等の危機に対する予防措置および緊急時の対策等の基本原則を定めることによ
り、危機を予防または回避し、顧客および野村グループの役職員の安全確保、営業資産の保全、ならびに被害の軽減および早
期復旧を図る体制を整備する。

３. 職務執行に関する報告体制
(1) 執行役は、取締役会に対し、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況について報告を行うほか、野村グループの役職員に

よる報告体制を整備する。
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監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　執行役は、毎回の取締役会において経営会議の審議状況、グループの財務状況、各部門における業務執行の状況について報告
を行っております。また、執行役は、監査委員会に対して直接、または監査委員を通じて各々の業務執行状況等について報告し
ております。加えて、執行役、執行役員および使用人は、監査委員からその職務の執行に関する事項の報告を求められた場合、
当該事項について速やかに報告を行っております。
　当社は、野村グループの全役職員に対して、法令や社内規定に違反する疑いのある行為等を発見した場合は、速やかに各社所
定の者に報告を行わなければならないことを、定期的に周知、徹底しております。また、野村グループでは、「野村グループ・
コンプライアンス・ホットライン運営規程」等により、当該報告を行ったことを理由とする解雇、降格、減給、その他不利益な
取扱いを禁止しているほか、野村グループの全役職員に対して、そのような不利益な取扱いが禁止されていることを周知、徹底
しております。

(2) 執行役は、定期的に監査委員会に対して直接、または監査委員もしくは監査特命取締役を通じて以下に掲げる事項を報告す
る。
　①内部監査の実施状況およびその結果ならびに改善状況
　②コンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理体制の整備運用状況
　③リスク管理状況
　④四半期毎の決算の概要および重要事項（重要な会計方針の選択または適用に関する事項ならびに財務報告に関する内部統制
手続に関する事項を含む。）

　⑤コンプライアンス・ホットラインの運用状況および受領した通報内容

(3) 執行役、執行役員および使用人は、監査委員会が選定する監査委員または監査特命取締役からその職務の執行に関する事項の
報告を求められた場合、当該事項につき速やかに報告を行う。

(4) 取締役、執行役および執行役員は、以下に掲げる事項を知った場合、直ちに監査委員または監査特命取締役に報告を行う。ま
た、当該事項を知った者が執行役または執行役員である場合は、同時に経営会議または野村グループ・コンダクト委員会に対
しても報告を行う。経営会議または野村グループ・コンダクト委員会は当該事項について審議を行い、必要と認める場合、そ
の結果に基づき、適切な対策を講じるものとする。
　①野村グループ各社における重大な法令違反その他のコンプライアンスおよびコンダクトに関する重要な事項
　②野村グループ各社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上の諸問題
　③規制当局からの命令その他野村グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実

(5) 当社は、野村グループの役職員が前項各号に掲げる事項を発見した場合、直ちに、監査委員または監査特命取締役に対して、
直接または間接に報告が行われる体制を整備するものとする。

(6) 当社は、前二項に規定する報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため、必
要な措置を講じるものとする。
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監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　当社における業務執行の決定は、法令の定める範囲内で、取締役会から権限を委譲された執行役が機動的・効率的に行うこと
としております。また、高度化・専門化する金融業務における業務執行体制の一層の強化を図るため、執行役から業務執行権限
の一部の委譲を受けた執行役員が個々の担当分野のビジネス、オペレーションを担っております。
　取締役会の決議により執行役に委任された事項のうち、特に重要な業務執行の決定については経営会議、グループ・リスク管
理委員会等の会議体を設置し、審議・決定しております。これらの会議体での審議状況について、取締役会は、各会議体から３
ヵ月に１回以上の報告を受けております。経営会議は、経営戦略および予算ならびに経営資源の配分をはじめとする、野村グル
ープの経営にかかる重要事項について審議・決定しております。

４. 職務執行の効率性を確保するための体制
(1) 執行役は、取締役会において定められた経営機構および執行役の職務分掌に基づいて野村グループの経営戦略および業務執行

の決定ならびに業務執行を行う。

(2) 執行役は、執行役員の職務分掌および使用人の職務権限を定め、執行役員および使用人の責任と権限を明確にし、もって効率
的な職務執行体制および職務の執行の責任体制を確立する。

(3) 取締役会決議に基づき執行役に業務の執行の決定を委任された事項のうち、一定の重要事項については、経営会議等の会議体
における審議・決定、または稟議手続を経て決定する。

(4) 経営会議は、各部門の事業計画および予算申請を踏まえ、必要な経営資源の配分の決定または見直しを行い、野村グループの
効率的な運営を確保する。

５. 情報の保存および管理に関する体制
(1) 執行役は、重要な会議の議事録、会議録、稟議書、契約書、計算関係書類その他の重要な文書（電磁的記録を含む。）につい

て、関連資料とともに少なくとも10年間保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

(2) 執行役は、財務情報を含む野村グループの非公開情報を保護するとともに、外部への公平かつ適時・適切な情報開示を促進
し、顧客、株主および投資家等からの信頼を確保するための体制を整備する。
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監査委員会に関する事項

〈上記体制の運用状況の概要〉
　当社では、重要な文書について、いずれも関係法令および関連する社内規定ならびに契約等に従って適切に保管し、必要に応じ
て閲覧可能な状態を維持しております。
　野村グループでは、顧客、株主および投資家等からの信頼を確保するため、金融商品取引法や取引所規則等の適時開示にかかる
関連法規則を遵守し、野村グループ各社に関する非公開情報を保護するとともに、外部への公平かつ適時・適切な情報開示を促進
することを基本方針としております。上記方針のもと、当社では「野村グループ情報開示に関するグローバル指針」を制定し、同
指針のもと情報開示委員会を設置し、当社の開示方針内容等について審議・決定しております。

〈上記体制の運用状況の概要〉
　内部統制委員会には、代表執行役社長および代表執行役副社長をはじめとする執行役、執行役員に加え、監査委員会が選定する
監査委員として監査委員長、取締役会が選定する取締役として常勤監査委員が出席しております。
　内部統制委員会では、グループ全体にわたる企業行動の適正化の促進、経営の透明性・効率性の確保、法令・諸規則の遵守、リ
スク管理、事業・財務報告の信頼性の確保および適時・適切な情報開示の促進といった観点から、内部統制システムの強化・充実
にかかる重要事項を幅広く審議しており、当期は、オペレーショナル・レジリエンス（システム障害、サイバー攻撃、自然災害等
が発生しても、重要な業務を最低限維持すべき水準において提供し続ける能力）にかかる対応、四半期開示制度改正に伴う当社へ
の影響とその対応などについて審議がなされました。
　内部統制委員会では、必要に応じて業務執行から独立した内部監査部門からも内部監査の実施に基づく課題認識等の報告を受け
ており、審議内容は取締役会に対して定期的に報告されています。

〈上記体制の運用状況の概要〉
　当社は、内部統制システムの改正のつど、改正内容および趣旨を野村グループ各社に徹底し、各社の実情に合わせた内部統制シ
ステムを整備するよう指導しております。また、当社は、重要な子会社を含めて財務報告上のリスクを把握し、それを踏まえて財
務報告にかかる内部統制システムの整備・運用を行っております。これらの整備・運用状況については、内部監査部門による評価
ならびに監査法人の監査および評価を受けております。

6. 内部統制委員会
　当社は、業務の健全かつ円滑な運営に資することを目的として、執行の代表者ならびに監査委員会が選定する監査委員および取
締役会が選定する取締役を委員とする内部統制委員会を設置し、野村グループの業務に係る内部統制、監査活動およびリスク管理
等に関する重要事項を審議する。

〈Ⅲ. 野村グループの内部統制システム〉
(1) 執行役は、野村グループ各社に対して当社の内部統制システムの内容を徹底のうえ、自社の実情を踏まえた内部統制システム

の整備を行わせることにより、野村グループの業務の適正を確保する。

(2) 執行役は、Ⅰ～Ⅲに定める各体制の整備を含め、当社の財務報告に係る内部統制の有効性を確保する。
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［連結計算書類作成のための基本となる重要な事項］

③　連結計算書類の連結注記表

連　結　注　記　表

［連結計算書類作成のための基本となる重要な事項］
１. 連結計算書類の作成基準

　当社の連結計算書類は、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）第120条の3第1項の規定により、米国で一般に公正妥当
と認められた会計基準による用語、様式および作成方法に準拠して作成しております。ただし、同条第3項において準用する同規
則第120条第1項後段の規定に準拠して、米国において一般に公正妥当と認められた会計基準により要請される記載および注記の
一部を省略しております。

２. 連結の範囲および持分法の適用に関する事項
　連結計算書類作成にあたっては、当社および当社が財務上の支配を保持している事業体（あわせて「野村」）を連結の範囲に
含めております。通常、議決権の過半を保有することが財務上の支配を保持している条件となりますので、当社は議決権の過半
を保有している事業体を連結しております。また、米国財務会計基準審議会編纂書（以下「編纂書」）810「連結」の規定に従
い、当社が主たる受益者に該当する変動持分事業体を連結しております。
　野村が営業上および財務上の意思決定に対し重要な影響力を保持している（通常、企業の議決権の20％から50％またはリミテ
ッド・パートナーシップ等の3％以上を保有する場合）事業体へのエクイティ投資については、持分法により処理され、その他の
資産―関連会社に対する投資および貸付金に計上しております。なお、編纂書825「金融商品」のもとで、公正価値オプション
を選択したエクイティ投資については持分法を適用せず、公正価値により評価し、トレーディング資産、プライベートエクイテ
ィ・デット投資またはその他の資産―その他に計上しております。野村は経済的持分の39.6％を保有するアメリカン・センチュ
リー・カンパニーズ Inc.への投資に対して公正価値オプションを適用し、当該投資および関連する評価損益はその他の資産―そ
の他および、収益―その他にそれぞれ計上しております。
　また、編纂書946「金融サービス－投資会社」の対象となる投資会社は、その投資先に対して持分法や連結会計を適用せず、
すべての投資を公正価値で計上し、公正価値の変動を損益として認識しております。投資会社子会社が保有する持分投資および
負債投資はプライベートエクイティ・デット投資に計上しております。
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［重要な会計方針］（連結）

［重要な会計方針］
３. 有価証券およびデリバティブ取引等の評価基準および評価方法
(1) トレーディング資産・負債
　デリバティブ取引から生じる契約上の債権債務を含むトレーディング資産およびトレーディング負債は、連結貸借対照表上約
定日基準で認識され、公正価値で評価されております。関連する損益は、当連結会計年度の損益として認識しております。
(2) プライベートエクイティ・デット投資
　プライベートエクイティ・デット投資は公正価値により評価されております。当該投資にかかる公正価値の変動額は、当連結
会計年度の損益として認識しております。
(3) 投資持分証券
　投資持分証券には、営業目的または営業目的以外の目的で取得された、上場および非上場の株式が含まれております。営業目
的で取得された投資持分証券は、連結貸借対照表においてその他の資産―投資持分証券に含まれており、営業目的以外で保有す
る投資持分証券は、その他の資産―その他に含まれております。
　営業目的およびトレーディング活動を行っていない子会社で保有する営業目的以外の投資持分証券は、公正価値により評価
し、評価損益は当連結会計年度の損益として認識しております。
(4) トレーディング目的以外の負債証券
　トレーディング目的以外の負債証券は、主にトレーディング活動を行っていない子会社によって保有される負債証券で構成さ
れます。当該トレーディング目的以外の負債証券は公正価値で計上され、評価損益は当連結会計年度の損益として認識しており
ます。

４. 固定資産の減価償却方法
　有形固定資産の減価償却は資産の区分、構造および用途に従って個々の資産ごとに見積もった耐用年数に基づき、原則として
定額法により計算しております。ソフトウエアの償却は見積耐用年数に基づき原則として定額法により計算しております。耐用
年数が限定的な無形資産は利用可能期間にわたって定額法で償却しております。

５. 長期性資産
　編纂書360「固定資産」（以下「編纂書360」）は長期性資産の減損および処分にかかる財務会計および報告の指針を規定し
ております。
　編纂書360に従い、のれんおよびその他の非償却性無形資産を除く長期性資産について帳簿価額が回収可能でない兆候を示す
事象や環境変化が生じた場合には、必ず減損テストを実施しております。将来の割引前の期待キャッシュ・フローの合計が帳簿
価額を下回る場合には、公正価値に基づき損失を認識しております。
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［重要な会計方針］（連結）

６. のれんおよび無形資産
　のれんおよび非償却性無形資産は編纂書350「無形資産－のれんおよびその他」に従い、年1回（特定の状況がある場合にはよ
り高い頻度で）減損の検討が行われております。

７. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
　野村は公正価値で測定されていない金融債権の現在予想信用損失に対する引当金を編纂書326「金融商品－信用損失」（以下
「編纂書326」）に従って計上しております。現在予想信用損失は、過去の事象、現在の状況および将来の予測に関する情報を
含む、キャッシュ・フローの回収可能性に関する利用可能で、かつ、裏付け可能なすべての情報を考慮して、対象となる金融債
権の予想残存期間にわたり、個別に、またはポートフォリオごとに計算されます。現在予想信用損失の計算にあたり、未収利息
は金融商品の償却原価から控除しております。現在予想信用損失を決定するにあたって野村が使用する方法は、主に金融商品の
性質や編纂書326で認められている実務上の便法が当社で適用されているかどうか、および金融債権から生じる予想信用損失が
重大であるかどうかに依拠しております。
(2) 未払退職・年金費用
　編纂書715「報酬－退職給付」に準拠し、従業員の退職給付に備えるため、確定給付年金において年金資産の公正価値と予測
給付債務の差額として測定した制度の財政状態を認識しております。
　未認識過去勤務費用は、従業員の平均残存勤務期間で定額償却しております。
　未認識の数理計算上の損益については、回廊額（＝予測給付債務と年金資産の公正価値のいずれか大きい方の10％）を超える
部分を、従業員の平均残存勤務期間にわたり定額償却しております。

８. ヘッジ会計の方法等
　野村がトレーディング目的以外でデリバティブを利用する主な目的は、発行済みの負債証券などのトレーディング目的以外の
特定の負債の市場リスクおよび海外事業への純投資にかかる為替リスクを管理することであります。
　これらのデリバティブ取引は、特定の資産または負債と関連付けられており、当該ヘッジ対象のリスク低減に有効であるよう
ヘッジ指定され、ヘッジ対象資産負債の公正価値の変化および為替変動と高い相関性を有しております。野村は公正価値ヘッジ
または純投資ヘッジをこれらのヘッジ取引に適用しており、関連する評価損益はヘッジ対象資産負債にかかる損益とともに金融
費用または為替換算調整勘定に含めて処理しております。
　上記の他、従業員等に対して付与される株価連動型報酬にかかる株価変動リスクを管理するため、トレーディング目的以外で
デリバティブを利用しております。また、投資持分証券の株価変動リスクを管理するため、特定のトレーディング負債を保有し
ております。
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［重要な会計方針］（連結）

新会計基準 概要
適用日および
適用方法

連結財務諸表
への影響

ASU第2022-02号
「金融商品-信用損
失：不良債権のリスト
ラクチャリングおよび
年度別開示」

・不良債権の認識および測定について特定の規定が
削除されます。条件変更により新しい債権を計上
するか、既存の債権を継続させるかの判断につい
て適用する単一の指針を提供します。

・条件変更後の債権にかかる信用損失の測定方法は
割引キャッシュ・フロー法またはその他の調整可
能な方法が要求されていましたが、当該規定は削
除され、実効金利を使用した測定が要求されま
す。

・債権者に対し、債務者の財政的困難に起因した貸
し付け条件の譲歩や金利の引き下げ、重要な支払
いの遅延や支払期限の延長に関する開示要求を拡
大します。

・公開企業の債権者に対し、金融債権およびリース
債権に関する当期の償却額について債権の組成年
度（すなわち、ヴィンテージイヤー）別の開示要
件を増強します。

野村は当該変更に
ついて2023年４月
１日から将来に向
かって適用しまし
た。

適用による重要な影
響はありませんでし
た。

９. 外貨換算
　連結計算書類の作成に際し、日本円以外の機能通貨を持つ子会社の資産および負債は各期末日における為替相場により円貨換
算し、収益および費用は期中平均為替相場により円貨換算しております。この結果生じた換算差額は、連結貸借対照表の累積的
その他の包括利益に含まれております。外貨建資産および負債は、期末日における為替相場により換算しており、その結果生じ
た為替差損益は、各期の損益に計上しております。

10. 日本国内の100％子会社はグループ通算制度を導入しております。

11. 会計方針の変更
　野村が2023年４月1日以降において適用した新しい会計基準の要約および連結財務諸表への影響は下表のとおりです。
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［重要な会計方針］（連結）

2024年４月１日より適用予定の自発的な会計方針の変更
　2024年４月１日より、野村は編纂書940「金融サービス-ブローカー・ディーラー」（以下「編纂書940」）の当社およびその連
結子会社への適用方法にかかる会計方針の変更を予定しております。2024年３月31日以前において、編纂書940は、野村の連結
財務諸表に含まれる全ての連結子会社に適用されていましたが、2024年４月１日より、当社およびブローカー・ディーラーでは
ない連結子会社（以下「非ブローカー・ディーラー会社」）は編纂書940を適用しません。
　当該会計方針の変更は、主に野村の銀行ビジネスおよびインベストメント・マネジメントビジネスの拡大が見込まれることを受
け、非ブローカー・ディーラー会社が新たに購入するトレーディング目的以外の負債証券を、編纂書320「投資-負債証券」にお
いて定義される満期保有証券または売却可能証券に分類することを将来に向かって可能とするものです。満期保有証券に分類され
るトレーディング目的以外の負債証券は、非ブローカー・ディーラー会社が満期まで保有する能力と意思を持つ負債証券であり、
償却原価で測定され、売却可能証券に分類されるトレーディング目的以外の負債証券は公正価値で測定され、公正価値の変動額は
連結貸借対照表において法人税控除後の金額で、当社株主資本の構成要素の１つである累積的その他の包括利益に計上されます。
　この新たな会計方針を遡及適用することは、トレーディング目的以外の負債証券への当初の分類など過年度の会計上の判断を仮
定することが必要であり実務上不可能であるため、当社は当該会計方針を2024年４月１日から将来に向かって適用します。
　当該会計方針の変更に際し、非ブローカー・ディーラー会社が保有する既存のトレーディング目的の貸付金およびトレーディン
グ目的以外の負債証券については、2024年４月１日をもって公正価値オプションを選択し、引き続き公正価値で評価の上、公正
価値の変動額を損益に計上します。また、新たに組成または購入したトレーディング目的の貸付金についても、同様に公正価値オ
プションを選択します。当該貸付金は引き続き連結貸借対照表上トレーディング資産に表示され、公正価値の変動額は連結損益計
算書上トレーディング損益に表示されます。
　当該会計方針の変更により、2024年４月１日以降に非ブローカー・ディーラー会社が新たに取得するトレーディング目的以外
の負債証券が満期保有証券または売却可能証券に分類された場合、減損損失を認識する場合を除き、当該負債証券の公正価値の変
動は損益に計上されないこととなります。
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［収益認識に関する注記］（連結）

（単位：百万円）
委託・投信募集手数料 364,095
投資銀行業務手数料 173,265
アセットマネジメント業務手数料 310,154
その他 48,971
合計 896,485

サービスの種類 サービスの概要 主要な収益認識基準、仮定および判断
取引執行・清算および投資信託募集サービ
ス

顧客の有価証券の委託売買

ファンドの販売

顧客の有価証券およびデリバティブの清算代行

取引執行および清算手数料は、一時点、つまり約定日に認識されます

ファンドの販売報酬は、当該ファンドの投資持分が第三者に販売され
た時点で認識されます

野村が、投資情報調査やこれに類するサービスを代理人として提供す
る場合の手数料は、ソフトダラーの金額を差し引いた純額で認識され
ます

財務アドバイザリーサービス M&Aの仲介など、特定の取引に関連する顧客
に対する財務的助言の提供

特定の取引以外や全般的企業情報および同種の
調査に関する財務的助言の提供

フェアネスオピニオンの発行

顧客のための複雑な金融商品の組成業務

成功報酬は変動対価であり、重要な戻し入れが発生しないと判断され
た時点、つまり通常は取引が完了した時点で認識されます

着手金やマイルストーン報酬は、関連する履行義務が一定期間に従い
充足されるか、または一時点に充足されるかの判断に基づき、関連す
る期間にわたり認識される、または関連する取引が完了するまで繰り
延べられた上で認識されることになります

収益が一時点で認識されるか、一定期間に認識されるかの判断は、報
酬が（事業買収もしくは売却のように）顧客のための特定の取引また
は成果に影響を受けるか否か、当該特定の取引の実施前に顧客に提供
された便益の性質と程度、および、それらの取引または成果の契約全
体に占める重要性に基づいて決定されます

関連する履行義務が一定期間に従い充足される着手金やマイルストー
ン報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
づき、通常契約期間にわたり、均等に認識されます

［収益認識に関する注記］
12. 顧客に提供したサービスから得た収益
サービスの種類ごとの収益
　次の表は、連結損益計算書において関連する項目ごとに、野村が顧客に提供したサービスから得た収益の内訳を表しておりま
す。

　連結損益計算書の委託・投信募集手数料に計上される金額は主に、顧客への取引執行・清算および投資信託募集サービスから発
生しております。投資銀行業務手数料は、財務アドバイザリーサービス、引受および売出業務サービスから発生しております。ア
セットマネジメント業務手数料は、アセットマネジメント業務サービスから発生しております。

　以下の表は、顧客に対して提供した主要なサービスごとの収益認識基準、仮定や重要な判断についての要約情報を示すもので、
それぞれのサービスに含まれる履行義務の性質、それらの履行義務が一時点で充足されるか一定期間で充足されるかを含んでいま
す。一定期間に履行義務が充足されるものについては、収益認識を行うためのインプット、アウトプット法の説明を行っていま
す。
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［収益認識に関する注記］（連結）

引受および売出業務サービス 負債性、資本性その他の金融商品の引受業務

売出業務

顧客向け貸付金のアレンジ業務

顧客向けローンシンジケート業務

引受や、募集に関する収益は、当該業務の完了時点で認識されます

融資の実行が見込まれないコミットメントフィーは、時間の経過に基
づきファシリティの期間に応じて均等に認識されます

引受および募集に関するコストは、野村が当事者または代理人として
行動しているかどうかによって収益の控除または総額で認識されます

アセットマネジメント業務サービス ファンド、投資信託やその他の投資ビークルの
運用

投資助言サービスの提供

カストディや事務サービスの提供

ファンド、投資信託、その他の事業体のマネジメント業務手数料は期
間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、通常契
約期間にわたり、均等に認識されます

成果に基づく報酬は一時点で認識される変動対価であり、履行状況に
基づき重要な戻し入れがないと判断された場合に認識されます

カストディや事務手数料は時間に応じて均等に認識されます

顧客との契約から生じた受取債権 101,668百万円
契約負債(1) 6,073百万円

　一時点で認識される収益に関して、報酬の支払いは、通常、履行義務の充足と同時、または、履行義務を充足して以降の、数日
または数か月間内で受領されます。一定期間を通じて認識される収益に関する報酬の支払いは、通常、毎月、３か月ごと、もしく
は６か月ごとに受領されます。

　当連結会計年度末における、編纂書606「顧客との契約から生じる収益」（以下「編纂書606」）の対象範囲に含まれる顧客と
の契約から生じた受取債権および契約負債に関する残高は以下のとおりです。なお、当連結会計年度末における契約資産の残高は
重要ではありません。

(1) 契約負債は、主に投資助言サービスの提供から発生し、期間の経過に関連して認識されます。

　なお、前連結会計年度末の契約負債の残高は、当連結会計年度に収益として認識されます。前連結会計年度に充足済みの履行義
務に基づき、当連結会計年度に3,347百万円の収益を認識しています。

　残存する履行義務に配分した取引価格は1,135百万円です。なお、編纂書606の容認規定に基づき、当初から１年以内と見込ま
れる履行義務の残存部分に関する開示は行っていないため、上記に含まれておりません。
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［会計上の見積りに関する注記］（連結）

重要な会計方針 重要な会計上の
見積もり 経営者による重要な主観的仮定または判断 当連結会計年度における見積

もりおよび仮定の変更の影響
金融商品の公正
価値

注記18 「金融
商品」

金融商品の公正
価値の見積もり

野村が保有する金融商品は主に公正価値で評価されており、野村の連結財務諸表において重要
な残高を構成しております。それらの金融商品は観察可能な市場価格で評価されるもののほ
か、評価モデルや仮定等を使用して評価されるものもあり、その場合評価方法やモデルの選択
には判断が含まれます。上記は、特定の金融商品にかかる実現および未実現損益の金額および
計上時期に影響を与えます。
適切な評価手法の選択
・活発な市場において観察可能な市場価格によって公正価値評価される金融商品については、

野村は一般的に、当該金融商品の公正価値を決定するため、レベル１のインプットとして当
該価格を使用します。

・このような観察可能な価格が入手できない金融商品については、レベル２もしくは３のイン
プットにより公正価値が測定されます。異なる評価手法および仮定が適用された場合公正価
値の測定結果は異なりうるため、適切な評価手法の選択と評価手法に適用される仮定の評価
に重要な判断が含まれます。評価手法を選択する際には、これらの金融商品が取引される特
定の状況や市場、信頼性のあるインプットの利用可能性、関連する観察可能なインプットの
使用の最大化、観察不能なインプットの使用の最小化などのさまざまな要因が考慮されま
す。

レベル3インプットの重要性
・市場で観察不能なインプットが用いられる、公正価値レベル3の金融商品の公正価値評価

は、より多くの判断を必要とします。
・これらの金融商品の公正価値は、流動性、経済環境および特定の金融商品に影響を与えるリ

スクに対する認識を含む、市場参加者が価格を決定する際に使用する仮定についての経営者
の判断に基づいて決定されます。

当社の評価手法および公正
価値の階層における金融商
品の分類に関する方針につ
いては、注記18 「金融商
品」を参照してください。

［会計上の見積りに関する注記］
13. 会計上の重要な見積り

　下表は、重要な会計方針やこれらの会計方針の適用に含まれる重要な会計上の見積もり、見積もりの要素、経営者による仮定と
判断、当連結会計年度における見積もりおよび仮定の変更の影響について要約したものです。
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［連結貸借対照表に関する注記］①

　トレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資などに含まれる担保受入者が売却または再担保に差し入れる
ことのできる担保差入有価証券（現先レポ取引分を含む）。 6,892,311百万円

　 投 資 持 分 証 券 に 含 ま れ る 担 保 受 入 者 が 売 却 ま た は 再 担 保 に 差 し 入 れ る こ と の で き る 担 保 差 入 有 価 証 券
（現先レポ取引分を含む）。 247百万円

　関連会社に対する投資および貸付金に含まれる担保受入者が売却または再担保に差し入れることのできる担保差入
有価証券（現先レポ取引分を含む）。 6,929百万円

　野村が所有する有価証券および貸付金等であって、売却または再担保に差し入れる権利を担保受入者に認めることなく証券取
引所および決済機関などに対して担保として差し入れられている資産残高。 4,085,461百万円

　野村が所有する有価証券および貸付金等であって、担保付借入取引等において、担保により保証するため、もしくはその他の
目的のため差し入れられている資産残高。(1)(2) 2,331,087百万円

［連結貸借対照表に関する注記］
14. 担保に供している資産

(1) 特別目的事業体を通じた資金調達および資産に対する支配を喪失しない譲渡取引において担保として差し入れているとみなされる資産残
高を含みます。

(2) このほかに借入有価証券および担保受入有価証券を20,401百万円差し入れております。

15. 証券化業務
　野村は、商業用および居住用モーゲージ、政府系機関債および社債、ならびにその他の形態の金融商品を証券化するために特別
目的事業体を利用しております。これらは、株式会社、匿名組合、ケイマン諸島で設立された特別目的会社、信託勘定などの形態
をとっております。野村の特別目的事業体への関与としましては、特別目的事業体を組成すること、特別目的事業体が発行する負
債証券および受益権を投資家のために引受け、売出し、販売することが含まれております。野村は金融資産の譲渡について、編纂
書860「譲渡とサービシング」（以下「編纂書860」）の規定に基づき処理しております。編纂書860は、野村の金融資産の譲渡
について、野村がその資産に対する支配を喪失する場合には、売却取引として会計処理することを義務付けております。編纂書
860は、(a) 譲渡資産が譲渡人から隔離されていること（譲渡人が倒産した場合もしくは財産管理下に置かれた場合において
も）、(b) 譲受人が譲り受けた資産を担保として差し入れるまたは譲渡する権利を有していること、もしくは譲受人が証券化また
は担保付資金調達の目的のためだけに設立された特別目的事業体の場合において、受益持分の保有者が受益持分を差し入れるまた
は譲渡する権利を有していること、(c) 譲渡人が譲渡資産に対する実質的な支配を維持していないことという条件を満たす場合に
は支配を喪失すると規定しております。野村は特別目的事業体を使った証券化の際の留保持分など、こうした事業体に対する持分
を保有することがあります。野村の連結計算書類では、当該持分は、公正価値により評価し、トレーディング資産として計上さ
れ、公正価値の変動はすべて収益―トレーディング損益として認識しております。証券化した金融資産に対して当初から継続して
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［連結貸借対照表に関する注記］①

保有する持分の公正価値は観察可能な価格、もしくはそれが入手不可である持分については、野村は最善の見積もりに基づく重要
な仮定を用いて、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことによって計算される価格を公正価値としております。その仮
定には、見積もり信用損失、期限前償還率、フォワード・イールド・カーブ、それに含まれるリスクに応じた割引率が含まれま
す。これ以外に特別目的事業体に対して譲渡した金融資産に関連するデリバティブ取引を行うことがあります。

　以上のように、野村は特別目的事業体へ譲渡した金融資産に対し、継続的関与を持つ場合があります。野村が当連結会計年度に
おいて、新たな証券化により特別目的事業体から譲渡対価として得たキャッシュ・インフローは4,324億円であり、野村からの資
産の譲渡により認識した利益は１億円でした。さらに当連結会計年度において、譲渡対価として受け取った特別目的事業体が発行
する負債証券の当初の公正価値は2,526億円であり、当該負債証券の第三者への売却により得たキャッシュ・インフローは2,272
億円となっております。2024年3月31日現在で、継続的関与を持つ特別目的事業体に、野村が売却処理した譲渡金融資産の累計
残高は６兆7,472億円となっており、これらの大半は国債・地方債、および政府系機関債です。また、2024年3月31日現在で野
村はこれらの特別目的事業体に対して1,600億円の持分を当初から継続的に保有しており、当連結会計年度において、これらの継
続して保有している持分に関連して特別目的事業体から受け取った金額は234億円となっております。その他契約外の財務支援は
行っておりません。
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［連結貸借対照表に関する注記］②－偶発事象、［連結貸借対照表に関する注記］③－保証債務

16. 偶発事象
訴訟およびその他の法的手続き
　野村は、グローバルな金融機関として通常の業務を行う過程で訴訟およびその他の法的手続きに関係せざるを得ません。その結
果として、野村は罰金、違約金、賠償金または和解金および訴訟費用または弁護士費用等の負担を強いられることがあります。

　これらの訴訟や法的手続きの結果を予想することは難しく、とりわけ、巨額の賠償請求または金額未定の賠償請求の場合、法的
手続きが初期段階にある場合、新たな法的論点が争われている場合、多数の当事者が手続きに関与している場合、複雑または不明
確な法律が適用されている国外の法域で手続きが進められる場合等には特に困難であるといえます。

　当社は外部弁護士と協議の上で個々の法的手続きおよび請求について定期的に評価を行い、これらの損失額の水準や範囲を見積
もることが可能かどうか査定しております。当社は、編纂書450「偶発事象」（以下「編纂書450」）に従い、個々の事案につい
て損失が生じる蓋然性が高く、かつそのような損失の金額を見積もることが合理的に可能な場合にはこれら個々の事案について損
失リスクに関する負債を計上します。負債計上される金額は少なくとも四半期ごとに見直され、新たな情報をもとに修正されま
す。個別の事案についてこれらの基準が満たされない場合、例えば、損失が生じる可能性はあるものの、その蓋然性が高いとまで
はいえないような場合、負債は計上されません。しかし、重大な損失が発生する合理的な可能性がある場合、当社はその法的手続
きまたは請求の詳細を以下において開示します。編纂書450において合理的な可能性がある場合とは当社に対する損失の発生の蓋
然性は高くはないが、その可能性が低いとまではいえない場合であると定義されております。2024年３月31日現在、未解決の訴
訟その他の法的手続きのうち、損失が生じる蓋然性が高く、かつそのような損失の金額を見積もることが合理的に可能であるもの
について認識した負債は21,177百万円であり、連結貸借対照表上、その他の負債に計上しております。

　野村に対する主な訴訟および法的手続きの概要は以下のとおりです。連結財務諸表の作成基準日時点の情報に基づき、当社は、
これらの法的手続きの解決が当社の財務状況に重大な影響を与えるものではないと考えています。しかしながら、これらの事案の
結果が、特定の四半期または事業年度の連結損益計算書やキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能性もあります。

　野村に対する主な訴訟および法的手続きの一部について、当社は、負債計上されている額がある場合にはその額を超えて合理的
に発生する可能性のある損失額または合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができます。これらの見積もり
は、各事案において野村に対して主張されている特定の損害額や請求等の連結財務諸表の作成基準日時点の情報に基づき算出され
ています。2024年５月16日現在、当社は、合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができるこれらの事案にお
いて、負債計上されている額がある場合にはその額を超えて合理的に発生する可能性のある最大損失額の合計は、約370億円であ
ると見積もっています。
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［連結貸借対照表に関する注記］②－偶発事象、［連結貸借対照表に関する注記］③－保証債務

　その他の主要な訴訟および法的手続きについて、当社は合理的に発生する可能性のある損失額やその範囲を見積もることができ
ません。その理由としては、とりわけ①法的手続きが初期段階にあり、主張されている請求に根拠があるかどうかを判断する情報
が十分にないこと、②相手方が損害を明らかにしていないこと、③損害に根拠がないこと、または損害が誇張されていること、④
係属中の控訴または申立ての結果が不確かであること、⑤時効の適用等を含め、請求の却下にもつながる重要な法律問題が解決さ
れていないこと、⑥請求に関連してこれまでに議論されなかったまたは未解決の法的な論点が争われていること、または⑦野村に
対し金銭の支払を求める判決等がなされたが、その理由や金額の算定の背景等の詳細を受領していないこと等が挙げられます。

　野村は、引き続き、野村に対する関係当局等による調査手続き等において適切に対応するとともに、これらの訴訟や法的手続き
においてその正当性を主張してまいります。

　イタリア共和国ペスカーラ県の租税局から、二重課税にかかる英伊租税条約（1998年）に反した行為があったとして、当社の
英国子会社であるIBJノムラ・ファイナンシャル・プロダクツ（UK）PLC（2000年より清算手続き中。以下「IBJN」）に対し
て、イタリア株式の配当金に関して、同租税局による支払い請求がなされていました。2019年６月、イタリア最高裁判所は同租
税局の主張を認め、IBJNに対し、IBJNが受領した還付金およびこれに対する経過利息として合計約38百万ユーロならびに金利を
支払うべき旨の判決を言い渡しました。IBJNは2023年イタリア予算法に基づく租税特赦制度の適用を申請しました。この制度で
は、納税者が未決済の一定の租税について、元本のみを納付すればよいこととなっております。2023年10月、IBJNは元本額を
支払い、租税特赦制度の適用を受けた結果、経過利息等の支払いが免除されました。

　2010年10月および2012年６月に、Fairfield Sentry およびFairfield Sigmaの２つのファンド（共に清算手続き中。以下総称
して「Fairfield」）が過去にノムラ・インターナショナル PLC（以下「NIP」）に支払った償還金の返還を求めて、２件の訴訟が
NIPに対して提起されています。Fairfieldは、米国のBernard L. Madoff Investment Securities LLC（米国証券投資者保護法に
基づき2008年12月より清算手続き中。以下「BLMIS」）を主たる運用先としていました。１件目の訴訟は2010年10月５日に
Fairfieldの清算人が米国の州裁判所に提起したもので、その後、ニューヨーク南部地区米国破産裁判所に移送されました。２件目
の訴訟はBLMISの破産管財人（以下「Madoff管財人」）がニューヨーク南部地区米国破産裁判所に提起した訴訟で、2012年６月
に、NIPが被告として追加されたものです。これら２件の訴訟は、同じ約34百万米ドルの償還金および金利の返還を請求するもの
です。

　2011年11月、NIPは、ニューヨーク南部地区米国破産裁判所において、Madoff管財人からの訴状の送達を受けました。
Madoff管財人は同様の訴訟を多数の法人に対して提起しています。Madoff管財人は、NIPがBLMISに投資を行うフィーダー・フ
ァンドであったHarley International (Cayman) Limitedから償還金を2008年12月11日（BLMISに対して破産手続きが開始され
た日）以前の６年間に受け取ったと主張し、連邦破産法およびニューヨーク州法に基づき、約24.4百万米ドルおよび金利の返還
を請求しています。

　当社の米国子会社では、住宅用不動産担保ローンを住宅用不動産ローン担保証券（以下「RMBS」）とする証券化を行っており
ました。これらの子会社では、原則として、不動産を担保に自ら貸付を行うのではなく、第三者であるローン組成業者（以下「オ
リジネーター」）から不動産担保付ローンを購入しておりました。ローンの購入に際しては、オリジネーターからローン債権の内
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［連結貸借対照表に関する注記］②－偶発事象、［連結貸借対照表に関する注記］③－保証債務

容に関する表明保証（representations）を受け入れておりました。証券化にあたって子会社が行った表明保証は、オリジネータ
ーから受け入れた表明保証の内容をそのまま反映させたもので、その内容は概ね以下のとおりです。
　不動産担保ローンの証券化のためのローン債権に関して提供される表明保証とは、個々のローン債権に関する詳細なもので、ロ
ーンの借り手および当該不動産の特性に応じたものです。これらの表明保証には、借り手の信用状態、対象不動産価値のローン債
権額に対する比率、対象不動産の所有者による当該不動産の居住利用状況、抵当権の順位等の情報、オリジネーターのガイドライ
ンに従ってローンが組成された事実、およびローンが関連法令に従い適法に組成された旨の事実等が含まれます。子会社組成の
RMBSの中には、いわゆるモノラインの保険会社が保険を付与して信用が補完されたものもありました。
　子会社の中には、2005年から2007年にかけて発行された一部のRMBSにつき、証券の信託受託者から、ローンを買戻すように
請求を受けているものがあります。これらの請求は保険提供者であるモノラインや、投資家の要請によるものがあると思われま
す。各証券化から６年以内に当社子会社らが買戻請求を受けたローンの元本合計金額は3,203百万米ドルです。表明保証違反に基
づく請求に適用される時効成立後に買戻請求を受けたものについては、当社子会社らは買戻しに応じていません。６年以内に買戻
請求を受けたものについては、当社子会社らは個々の請求を精査し、請求の根拠がないと考えられるものについては異議を唱え、
一定の意義を見出せる請求についてはローンの買戻しに応じています。当社子会社らが買戻しに応じなかった請求の一部について
は、契約違反として、2011年から2014年にかけ、証券の信託受託者から訴訟が提起されているものもあります。契約違反に関
する請求に適用される６年の時効成立前に提起された訴訟については、却下されることなく引き続きニューヨーク州裁判所に係属
中であり、証拠手続きが終了しました。当社は裁判外でこれらの紛争解決の可能性を模索しております。５信託に関する訴訟につ
いて和解契約を締結し、訴訟は終結しました。残る２信託については、証券保有者による和解契約の決議が完了しており、裁判所
による和解契約の承認手続きが行われております。

　2013年３月、モンテパスキ銀行（以下「MPS」）は、MPSの元役員２名およびNIPに対して、当該銀行の元役員が2009年に
不正にNIPとのデリバティブ取引（以下「当該デリバティブ取引」）を行わせ、またNIPがMPS元役員の違法行為に加担したとし
て、イタリアの裁判所に訴えを提起しました。また、NIPおよびMPSによる関連する訴えが英国の裁判所に提起されました。
2015年９月、NIPは、その法的責任は認めない形で、MPSとの間で、MPSからNIPに支払われる金額を減額したうえで当該デリ
バティブ取引を終了する旨の和解契約を締結し、MPSとNIP間の民事訴訟は終了しました。

　2013年４月、イタリアのシエナ地方検察当局は、MPSおよびMPSの元役員らが当該デリバティブ取引において果たした役割等
の解明のため捜査を開始し、その後ミラノ地方検察当局に引き渡されました。2015年４月３日、ミラノ地方検察当局は、予備捜
査を終了する通知を発出し過去のMPSの決算に関して不正会計および相場操縦等があったとして、MPS、MPSの元役員３名、NIP
ならびにNIPの元役員および元職員２名の起訴に向けて手続きを進めていました。2016年10月１日、起訴の是非を判断する裁判
所の予備審問が終了し、裁判官は、検察官との間で司法取引を行ったMPSを除く関係者について、審理を開始することを決定し、
2016年12月に審理が開始されました。またこれに付随する手続きとして、MPSの株主から民事上の損害賠償請求が行われまし
た。

　2019年11月８日、ミラノ刑事裁判所は、NIPの元役員および元職員を不正会計および相場操縦に関与したこと等について有罪
とし、使用者であるNIPに対しても、345万ユーロの罰金および88百万ユーロの利益を没収する旨の判決を言い渡しました。また
2020年５月12日付で、裁判所から、判決理由等の記載された判決書が交付されました。当該判決について、NIPはミラノ控訴裁

24



〔連結〕

2024/05/20 20:57:32 / 23071089_野村ホールディングス株式会社_招集通知

［連結貸借対照表に関する注記］②－偶発事象、［連結貸借対照表に関する注記］③－保証債務

判所に対し控訴しました。2022年５月６日、ミラノ控訴裁判所は原判決を破棄し、NIPの元役員および元職員を無罪とし、NIPに
ついても、345万ユーロの罰金および88百万ユーロの利益を没収する内容の原判決を取り消す内容の判決を言い渡しました。判
決書は、裁判所から2022年10月３日に交付されました。2022年11月、検察側が最高裁判所に対し上告しました。2023年10月
11日、最高裁判所は検察側の上告を棄却しました。これにより、控訴裁判所での無罪判決が確定しました。

　上記のほか、NIPは当該デリバティブ取引にかかる以下に記載の事案を含む民事訴訟手続きおよび行政手続きに関与していま
す。

　2018年１月、Alken Fund Sicav（ルクセンブルク籍のファンドAlken Fund European Opportunities、Alken Fund 
Absolute Return Europeの代理人）およびファンド管理会社Virmont S.A.（旧Alken Luxembourg S.A.）（以下総称して
「Alken」）がイタリアの裁判所において提起した訴訟の訴状がNIPに対して送達されました。本件訴訟はMPS、MPSの元役員お
よび監査役合計５名ならびにNIPに対して提起されたもので、Alkenは約434百万ユーロおよび金利の損害賠償を請求していま
す。2021年７月、裁判所はAlkenの請求を棄却しました。2022年２月、Alkenはミラノ控訴裁判所に控訴しました。2023年11
月、ミラノ控訴裁判所はAlkenからの控訴を棄却しました。2024年１月、Alkenはこの判決に対し、イタリア最高裁判所に上告
しました。

　2019年５月、York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) Sàrlおよびそれに関連すると思われる多くのファンド
（以下総称して「York」）がイタリアの裁判所において提起した訴訟の訴状がNIPに対して送達されました。本件訴訟はMPS、
MPSの元役員および監査役合計３名ならびにNIPに対して提起されたもので、Yorkは約186.7百万ユーロおよび金利の損害賠償を
請求しています。

　また、NIPはイタリア金融規制当局（以下「CONSOB」）より、当該デリバティブ取引に関する虚偽情報の市場への流布につ
いて課徴金調査手続きを開始する旨の送達を受けました。受領した通知では、当該デリバティブ取引に関連して、MPS、MPSの
元役員３名、NIPの元役職員２名が被審人として挙げられており、NIPは当該元役職員に課せられる罰金の支払いに対して雇用者
として連帯責任を負う者として挙げられておりました。2018年５月22日、CONSOBは、NIPの元役職員２名それぞれに対し、
10万ユーロの罰金を命じる決定を下し、また、それらの元役職員が、それぞれ３か月間および６か月間、イタリア法に基づき必
要となる上級職務資格の要件を満たさないとの決定を下しました。NIPは当該罰金の支払いに対して連帯責任を負うことから、こ
れら罰金の支払いを行い、当該決定についてミラノ控訴裁判所に対し不服申立てを行いました。2020年12月、ミラノ控訴裁判所
はCONSOBの決定を覆しました。CONSOBはイタリア最高裁判所に対し上訴しています。

　2021年５月20日、欧州委員会は、NIP、当社および他の複数の銀行に対し、欧州国債の発行および流通市場における取引に関
連して欧州競争法に違反する行為があったとする決定を発出しました。欧州委員会は、欧州国債市場における反競争的な合意形成
や協調的行動による欧州競争法違反を認定し、NIPおよび当社に対し、約129.6百万ユーロの課徴金の支払いを命じました。
2021年８月、NIPおよび当社は、この決定に対し不服申立を行いました。当該課徴金については不服申立を行う場合でも支払が
求められることから、暫定的に支払を行っております。
　NIPおよび当社の米国子会社であるノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.（以下「NSI」）は、欧州国債の発行
市場および流通市場における価格操作により米国独占禁止法違反があったとして、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起さ
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れた集団訴訟の被告となっていました。その後、NSIについては訴えが取り下げられています。

　野村は、債券発行に関連する金利スワップ取引に関連して、米国商品先物取引委員会（以下「CFTC」）からの情報提供の要請
に対応しました。2021年２月１日、CFTCは、2015年に行われた金利スワップ取引に関連して、野村の社員１名に対し、米国商
品取引所法の詐欺・価格操作および不実陳述規制に違反したとして、民事訴追手続きを開始しました。

　米国証券取引委員会（以下「SEC」）および米国司法省（以下「DOJ」）は、流通市場における住宅用不動産ローン担保証券取
引におけるNSIの元職員数名の行為に対し、調査を実施しました。2019年７月、NSIはSECとの間で和解契約を締結し、SECによ
る調査は終結しました。2023年８月、NSIはDOJとの間で35百万米ドルの民事制裁金および影響を受けた顧客へ約0.8百万米ド
ルの賠償金を支払う内容で不起訴合意契約を締結し、DOJによる調査も終結しました。

　2017年９月および2017年11月、ノムラ・インターナショナル（ホンコン）LIMITED （以下「NIHK」）およびノムラ・スペ
シャル・インベストメンツ・シンガポール Pte Limited（以下「NSIS」）はそれぞれ台北地方裁判所において、NIHK、NSIS、そ
の関係会社、China Firstextile (Holdings) Limited （以下「FT」）および関係する個人に対してFirst Commercial Bank, 
Ltd.、 Land Bank of Taiwan Co., Ltd.、 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.、 Taishin International Bank、 E.Sun 
Commercial Bank, Ltd.、 CTBC Bank Co., Ltd.、Hwatai Bank, Ltd. およびBank of Taiwan（以下総称して「FTシンジケー
ト団銀行」）から提起された訴訟について送達を受けました。当該訴訟は、NIHKがアレンジャーを務め、NSISを含めたFTシンジ
ケート団銀行によって実行されたFTに対する100百万米ドルのシンジケートローンに関連するものです。FTシンジケート団銀行
は、台湾法の不法行為等を根拠として約68百万米ドルの損害賠償および金利の支払いを求めました。台北地方裁判所は2023年
10月13日付判決において、FTシンジケート団銀行の請求を全面的に棄却しました。2023年11月、FTシンジケート団銀行８行の
うち７行（First Commercial Bank, Ltd.、Land Bank of Taiwan Co., Ltd.、Chang Hwa Commercial Bank Ltd.、Taishin 
International Bank、E.Sun Commercial Bank, Ltd.、CTBC Bank Co., Ltd. およびBank of Taiwan）は台湾高等法院（高等
裁判所）に控訴し、当該訴訟は2024年2月から同裁判所にて係属中です。約63百万ドルの損害賠償および金利の支払いを求めて
います。

　2017年８月、NIPは、ドイツのケルン検察より、野村グループの元社員らによる脱税行為への関与につき捜査を行っている旨
の連絡を受けました。本件捜査は、2007年から2012年における特定のドイツ株について配当基準日前後に行われた取引の計画
および実施、また税還付申告に関するものであり、元社員らの一部がドイツにおける捜査手続きの対象となっております。これに
ともない、NIPおよび野村グループの該当会社は、取引データその他関連資料の提出等の検察の要請に対応しております。2023
年４月、野村グループのフランクフルトのオフィスに対し、検察による捜索が実施されました。特定のドイツ株について、上記以
外の取引も捜査対象となっているものと思料されます。今後野村グループおよび元社員らに対する捜査が裁判に移行されるに至っ
た場合には、判決により元社員らに刑事罰が科され、また該当会社に対して行政罰としての課徴金および利益没収等の処分が科さ
れる可能性があります。

　2022年８月以降、当社のインド子会社であるNomura Financial Advisory and Securities（India）Private Limited（以下
「NFASI」）は、ボンベイ高等裁判所に同社を含む複数の被告とともに提起された３件の訴訟について送達を受けました。いずれ
の訴訟も同じ株式売却に関するものであり、原告らの株式売却について、NFASIがファイナンシャル・アドバイザーを務めていま
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した。原告らは、NFASIがファイナンシャル・アドバイザーとしての義務を履行しなかった等と主張しています。請求額は、合計
約28億インドルピーおよび金利です。

　2024年１月、NIPは、イタリアの会計検査院の検察官より通知を受領しました。当該通知は、NIPがイタリアの顧客との間で
2005年に締結したアドバイザリー契約について実施された調査の結果をまとめたものであり、NIPが顧客に対し損害を生じさせ
たとの主張がされています。今後、検察官により損害賠償を求める民事訴訟が提起される可能性があります。

デリバティブ取引(1)(2) 613,663,415百万円
スタンドバイ信用状およびその他の債務保証(3) 3,561,640百万円

17. 保証債務
　編纂書460「保証」に準拠し、債務保証にともない認識される義務に関して、その公正価値を負債として連結貸借対照表に計上
しております。
　債務保証の定義に該当するかもしれないと考えられる野村のデリバティブ取引ならびにスタンドバイ信用状およびその他の債務
保証の潜在的最大支払額または契約金額は、以下のとおりであります。
　なお、一定のデリバティブ取引によって、野村が将来支払わなければならない潜在的な最大金額の情報として契約の想定元本額
を開示しております。しかしながら、金利キャップ売建取引および通貨オプション売建取引のような一定のデリバティブ取引に対
する潜在的な最大支払額は、将来の金利または為替レートにおける上昇が理論的には無制限であるため、見積もることができませ
ん。野村はすべてのデリバティブ取引を公正価値で認識しております。野村は、想定元本額は一般的にリスク額を過大表示してい
ると考えております。

(1) デリバティブ取引の帳簿価額（負債）は11,286,872百万円であります。
(2) 上記のデリバティブ取引の金額に含まれていない野村が売手となるクレジット・デリバティブの想定元本額は20,029,630百万円であ

り、その帳簿価額（資産）は244,328百万円であります。
(3) 主に特定のスポンサード・レポプログラムに関連して野村が清算機関に対して行う顧客の支払義務に関する保証を含んでおります。野村

は当該保証の潜在的な最大支払額に対して、概ね同額の担保を実質的に有しております。
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［金融商品に関する注記］
18. 金融商品

金融商品の公正価値
　野村が保有する金融商品の多くは公正価値で計上されております。経常的に公正価値で計上される金融資産は、連結貸借対照表
上トレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資、貸付金および受取債権、担保付契約、その他の資産に計上さ
れており、金融負債は、トレーディング負債、短期借入、支払債務および受入預金、担保付調達、長期借入、その他の負債に計上
されております。

　すべての公正価値は、編纂書820「公正価値測定と開示」の規定に従い、測定日において市場参加者の間で行われる通常の取引
において、金融資産の譲渡の対価として得られるであろう金額または金融負債を移転するのに必要とされるであろう金額と定義さ
れます。ここでいう取引は、野村が各金融資産または金融負債を取引する場合、主に利用すると想定される市場（当該主要市場が
ないときは最も有利な市場）における取引を想定しております。

金融商品の内容およびリスク
　野村のトレーディング業務は、大部分が顧客ニーズに応えるものであります。野村は、証券市場において顧客の特定の金融ニー
ズと投資家の需要を結びつける手段として多様なデリバティブ取引を活用しております。また野村は、顧客が市場変化に合わせて
そのリスク特性を調整することが可能となるよう、有価証券およびさまざまなデリバティブのトレーディングを積極的に行ってお
ります。こうした活動を行うにあたり野村は、資本市場商品の在庫を保有するとともに、他のマーケットメーカーへの売買価格の
提示および他のマーケットメーカーとのトレーディングにより、市場において流動性を継続的に確保しております。こうした活動
は、顧客に有価証券およびその他の資本市場商品を競争力のある価格で提供するために不可欠なものであります。

　通常の営業活動の中で野村は、顧客ニーズの充足のため、もしくは野村のトレーディング目的のためまたは金利・為替相場・有
価証券の市場価格等の不利な変動により野村に生じる損失発生リスクの低減のため、デリバティブ金融商品の取引を行っておりま
す。当該デリバティブ金融商品には、金利支払の交換、通貨の交換、または将来の特定日に特定条件で行う有価証券およびその他
金融商品の売買等の契約が含まれております。こうしたデリバティブ金融商品により、野村が保有する金融商品または有価証券ポ
ジションが経済的にヘッジされている場合には、総合的にみた野村の損失リスクは全面的にまたは部分的に軽減されることとなり
ます。

　野村は、デリバティブ金融商品の利用から生じる市場リスクを、ポジション制限、監視手続き、多様な金融商品において相殺的
なもしくは新たなポジションを保有する等のヘッジ戦略を含むさまざまな管理方針および手続きにより最小限にするよう努めてお
ります。こうしたデリバティブ金融商品から生じる取引相手のクレジットリスクを与信審査、リスク上限の設定およびモニタリン
グによって管理しております。また、債務不履行時のリスクを低減させる目的で、一定のデリバティブ取引について主に現金や国
債等の担保を徴求しております。
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［金融商品に関する注記］

（単位：億円）
2024年３月31日

日本 米国 EU & U.K. その他 合計(1)

政府債・地方債および政府系機関債 20,996 31,394 14,696 15,229 82,315

　信用リスクの集中は、トレーディング業務、証券金融取引および引受業務から生じる場合があり、また政治的・経済的な要因の
変化によって影響を受けることがあります。野村は、日本国政府、米国政府、欧州連合加盟各国政府および英国政府（以下「EU 
& U.K.」）およびその地方自治体、政府系機関が発行した債券に対して、信用リスクが集中しております。次の表は野村が保有す
る政府、地方自治体および政府系機関のトレーディング資産の地域別残高内訳を示しております。なお、店頭デリバティブにつき
ましては、マスター・ネッティング契約に基づき取引相手ごとに相殺し、かつ担保と相殺した後のエクスポージャー純額は、主な
取引先業種である金融機関に対して6,184億円であります。

(1) 上記金額のほかに、連結貸借対照表上その他の資産―トレーディング目的以外の負債証券に国債・地方債・政府系機関債が当連結会計年
度末2,478億円含まれております。これらの大部分は日本における国債・地方債・政府系機関債で構成されております。

金融商品の公正価値の階層
　公正価値で測定されたすべての金融商品（公正価値オプションの適用により公正価値で測定された金融商品を含む）はその測定
に使用された基礎データの透明度によって3段階のレベルに分類されます。金融商品は、公正価値算定にあたり有意なデータのう
ち最も低いレベルによって分類されます。以下のように3段階のレベルに公正価値評価の階層は規定されており、レベル1は最も
透明性の高いデータを有し、レベル3は最も透明性の低いデータを有しております。
レベル1
　測定日現在の、同一の金融商品の（未調整の）取引価格を反映した観測可能な評価インプット
レベル2
　レベル1に含まれる取引価格以外の、直接的に、または、間接的に観測可能な評価インプット
レベル3
　野村の仮定や特定のデータを反映する観測不能な評価インプット
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［金融商品に関する注記］

（単位：億円）
2024年３月31日

レベル１ レベル２ レベル３
取引相手ごと

および
現金担保との

相殺(1)

当期末残高

資産：
トレーディング資産およびプライベー
トエクイティ・デット投資(2)(3)

現物取引 89,204 86,840 4,701 － 180,745
デリバティブ取引 218 210,680 2,486 △198,148 15,236

貸付金および受取債権(4) 21 18,078 2,911 － 21,010
担保付契約(5) － 4,540 124 － 4,664
その他の資産(2) 4,825 2,610 2,741 － 10,176

合計 94,268 322,748 12,963 △198,148 231,831

負債：
トレーディング負債

現物取引 80,886 8,540 9 － 89,435
デリバティブ取引 214 208,365 2,551 △191,659 19,471

短期借入(6) － 6,281 230 － 6,511
支払債務および受入預金(7) － 1,675 152 － 1,827
担保付調達(5) － 9,782 － － 9,782
長期借入(6)(8)(9) 215 56,273 4,738 － 61,226
その他の負債(10) 2,833 662 439 － 3,934

合計 84,148 291,578 8,119 △191,659 192,186

　毎期経常的に公正価値評価される金融商品の2024年３月31日現在のレベル別の金額は以下のとおりです。

(1) デリバティブ資産および負債の取引相手ごとの相殺額およびデリバティブ取引純額に対する現金担保の相殺額であります。
(2) 実務上の簡便法として純資産価額を用いて公正価値を測定している投資は公正価値の階層から除いております。当期末において、これらの

投資はトレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資に587億円、その他の資産に31億円含まれています。
(3) プライベートエクイティ・デット投資は持分または他の劣後資本（メザニンローン等）の非上場商品であります。公正価値オプションを選

択していなければ持分法を適用していたエクイティ投資を含んでおります。
(4) 貸付金のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(5) 担保付契約および担保付調達のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(6) 公正価値オプションを選択した仕組債等を含んでおります。
(7) 区分処理されている受入預金の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が受入預金

から控除されております。
(8) 区分処理されている発行済み仕組債の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が借

入から控除されております。
(9) 売却取引ではなく金融取引として会計処理された担保付金融取引によって認識される負債を含んでおり、当該負債について公正価値オプシ

ョンを選択しております。
(10) 公正価値オプションを選択した貸付金の貸出コミットメントを含んでおります。
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［金融商品に関する注記］

見積公正価値
　一部の金融商品はトレーディング目的として保有されず、公正価値オプションが選択されないため、連結貸借対照表上毎期経常
的には公正価値評価されておりません。こうした金融商品は一般的に契約上の満期金額、ないしは償却原価で計上されておりま
す。

　下記に詳述する大部分の金融商品の帳簿価額は、本来短期であり、ごくわずかな信用リスクしか含まないため、公正価値に近似
しております。これらの金融商品は連結貸借対照表上、現金および現金同等物、定期預金、取引所預託金およびその他の顧客分別
金、顧客に対する受取債権、顧客以外に対する受取債権、売戻条件付買入有価証券ならびに借入有価証券担保金として計上される
金融資産と短期借入、顧客に対する支払債務、顧客以外に対する支払債務、受入銀行預金、買戻条件付売却有価証券、貸付有価証
券担保金およびその他の担保付借入として計上される金融負債を含んでおります。

　本来長期または少なからず信用リスクを含む可能性があるその他の金融商品の公正価値は、帳簿価額と異なることがあります。
このような金融資産は連結貸借対照表上、貸付金に計上され、また金融負債は連結貸借対照表上、長期借入に計上されておりま
す。このうち、当連結会計年度末において連結貸借対照表計上額と見積公正価値に重要な差額があるものは長期借入です。長期借
入については、仕組債を含む一定の金融商品は公正価値オプションの適用に基づき公正価値で計上されております。当該金融商品
を除く長期借入は、公正価値ヘッジによるヘッジ対象とならない限り、借入金額もしくは社債の償却原価で計上されております。
公正価値オプションを選択しない長期借入の見積公正価値は、利用可能な取引所価格を用いることにより、または将来のキャッシ
ュ・フローを割り引くことにより推計しております。2024年３月31日における長期借入の連結貸借対照表計上額は12兆4,521
億円、その公正価値または見積公正価値の金額は12兆4,776億円となっております。
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［金融商品に関する注記］

（単位：億円）
2025年３月期 11,465
2026年３月期 21,483
2027年３月期 12,260
2028年３月期 9,424
2029年３月期 13,229
2030年３月期以降 51,404
　小計 119,264
譲渡取消による担保付借入 5,257
　合計 124,521

長期借入の満期年限別金額
　2024年３月31日現在の公正価値ヘッジに関連する調整および公正価値評価の対象となっている負債を含む長期借入の満期年限
別金額は、以下のとおりであります。

譲渡取消による担保付借入
　譲渡取消による担保付借入は、編纂書860に基づき売却取引ではなく、金融資産により担保され当社に遡及しない資金調達取引
として会計処理された金融商品の譲渡に関連する負債からなっております。当該借入は、当社の資金調達を目的としたものではな
く、金融資産により担保された金融商品を販売し利益を得るために行うトレーディングに関連したものであります。
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［１株当たり情報に関する注記］（連結）、［その他注記］

１株当たり株主資本(1) 1,127.72円
基本的１株当たり当期純利益(2) 54.97円

［１株当たり情報に関する注記］
19. １株当たり情報

(1) １株当たり株主資本は、当社株主資本合計を用いて算出しております。
(2) 基本的１株当たり当期純利益は、当社株主に帰属する当期純利益を用いて算出しております。

［その他注記］
20. 重要な後発事象

譲渡制限株式ユニットおよび業績連動型株式ユニット
　2024年５月16日、当社は譲渡制限株式ユニット（以下「RSU」）を当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等
に付与することを決議いたしました。付与されるRSUの総数は49,784,400個（49,784,400株相当）です。RSUとは、付与から
１年後から最長７年後に、対象者に対し、主に自己株式処分により当社の普通株式等を交付するというものです。
　2024年５月16日、当社は業績連動型株式ユニット（以下「PSU」）を当社の執行役に付与することを決議いたしました。付与
されるPSUの基準株数は782,100株であり、支給率150％を適用した場合の株数は1,173,200株です。PSUとは、付与から３年
後に、対象者に対し、業績評価期間における業績指標の実績に応じ、主に自己株式処分により当社の普通株式等を交付するという
ものです。
　野村は、上記のRSUおよびPSU以外にも、当社の株価等と連動させた報酬制度を採用しております。本制度の対象となる使用人
等は、その支給を得るために将来の一定期間当社の使用人等として業務に従事するなどの必要があり、一定事由による退職等があ
った場合、受給資格を失います。翌連結会計年度についても、当社は、当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等
に対し、当社の株価等に連動した報酬の付与を行う予定です。当社は将来の支給時期直前の一定期間の当社株価等に連動する金額
の現金またはこれに相当する額の資産等を支給します。
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［重要な会計方針］（個別）、［会計方針の変更］、［会計上の見積りに関する注記］、［貸借対照表に関する注記］

④　計算書類の個別注記表

個　別　注　記　表

　当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）に準拠して作成しております。
　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

［重要な会計方針］
１. 有価証券の評価基準および評価方法
(1) その他有価証券
ア　市場価格のない株式等以外のもの

　時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価（移動平均法により算定）ないし償却原価との評価差額を全部純資産直入する方
法によっております。

イ　市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法ないし償却原価法によっております。
　なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるも
の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む
方法によっております。

(2) 子会社株式および関連会社株式
　移動平均法による原価法によっております。

２. デリバティブの評価基準および評価方法
　時価法によっております。

３. 運用目的の金銭の信託の評価基準および評価方法
　時価法によっております。

４. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）ならびに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産および投資その他の資産
　定額法を採用しております。なお、ソフトウエアの耐用年数については、社内における利用可能期間としております。
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［重要な会計方針］（個別）、［会計方針の変更］、［会計上の見積りに関する注記］、［貸借対照表に関する注記］

５. 繰延資産の処理方法
社債発行費
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

６. 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

７. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
　貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
　従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支払見込額を計上しております。

8. 収益および費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じた主たる収益は以下のとおりです。
　野村ブランドの使用の対価として受領する報酬は、サービス提供期間の経過とともに履行義務が充足されます。当該履行義務は
通常の契約期間にわたり充足されると判断し、サービスの享受者の収入に応じて商標利用料収入として収益認識しております。
　業務委託サービス提供の対価として受領する報酬は、サービス提供期間の経過とともに履行義務が充足されます。当該履行義務
は通常の契約期間にわたり充足されると判断し、均等にその他の売上高として収益認識しております。

9. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
　金利変動リスクおよび為替変動リスクのヘッジにつきましては、繰延ヘッジによっております。株価変動リスクのヘッジにつき
ましては、時価ヘッジによっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
　当社の社債および借入金にかかる金利変動リスクをヘッジするため、金利スワップ取引を行っております。また、為替予約や長
期外貨建社債等の外貨建債務により、外貨建の子会社株式等にかかる為替変動リスクをヘッジしております。さらに一部のその他
有価証券の株価変動リスクをヘッジするため、トータルリターンスワップを行っております。

(3) ヘッジ方針
　社債および借入金にかかる金利変動リスクは、原則として発行額面または借入元本について全額、満期日までの期間にわたりヘ
ッジしております。また、外貨建子会社株式にかかる為替変動リスクは、原則として為替予約や長期外貨建社債等の外貨建債務に
よりヘッジしております。その他有価証券の株価変動リスクは、トータルリターンスワップによりヘッジしております。
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［重要な会計方針］（個別）、［会計方針の変更］、［会計上の見積りに関する注記］、［貸借対照表に関する注記］

(4) ヘッジ有効性評価の方法
　金利変動リスクおよび為替変動リスクのヘッジにつきましては、該当するリスク減殺効果を対応するヘッジ手段ならびにヘッジ
対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を検証しております。株価変動リスクのヘッジにつきましては、ヘッジ対象の時価変
動等とヘッジ手段の時価変動等を定期的に比較する方法により、ヘッジの有効性を検証しております。

10. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

［会計上の見積りに関する注記］
　会計上の見積もりにより当事業年度にかかる計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度にかかる計算書類に重要な
影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

繰延税金資産　　84,059百万円

短期金銭債権 5,274,209百万円
短期金銭債務 2,389,654百万円
長期金銭債権 2,247,549百万円
長期金銭債務 1,134,669百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 44,449百万円

４. 社債中の劣後特約付社債 414,500百万円

［貸借対照表に関する注記］
１. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

３. 差入有価証券等
　消費貸借契約に基づく貸付有価証券取引により、関係会社株式等9,884百万円の差入れを行っております。
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［重要な会計方針］（個別）、［会計方針の変更］、［会計上の見積りに関する注記］、［貸借対照表に関する注記］

野村グローバル・ファイナンス株式会社 借入・社債・レポ取引 1,806,390百万円
ノムラ・インターナショナル・
ファンディングPte. Ltd.

借入・社債・レポ取引 1,254,064百万円(2)

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V. 借入・社債・レポ取引 932,013百万円(3)
ノムラ・インターナショナルPLC 借入・社債・レポ取引 763,006百万円
ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・
プロダクツInc.

デリバティブ 678,354百万円(3)

ノムラ・インターナショナルPLC デリバティブ 411,451百万円(3)
ノムラ・バンク・インターナショナルPLC 借入・社債・レポ取引 381,874百万円
ノムラ・アメリカ・ファイナンスLLC 借入・社債・レポ取引 223,936百万円
ノムラ・コーポレート・ファンディング・アメリカ
LLC

借入・社債・レポ取引 159,367百万円

その他 344,544百万円(3)

６. 担保に供している資産
　定期預金 2,944百万円

５. 保証債務の残高(1)

(1) 日本公認会計士協会監査・保証実務委員会実務指針第61号に従い、実質的に債務保証義務を負っていると認められるものについては、債務
保証に準ずるものとして注記の対象に含めております。

(2) ノムラ・インターナショナル・（ホンコン）LIMITEDと連帯して保証する債務を含んでおります。
(3) 野村證券株式会社と連帯して保証する債務を含んでおります。
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［損益計算書に関する注記］、［株主資本等変動計算書に関する注記］

営業収益 539,053百万円
営業費用 208,664百万円
営業取引以外の取引高 5,183百万円

［損益計算書に関する注記］
１. 関係会社との取引高

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度期末
普通株式（株） 3,233,562,601 － 70,000,000 3,163,562,601

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度期末
普通株式（株） 229,510,828 80,617,143 117,695,807 192,432,164

市場買付にともなう増加 80,592,100株
単元未満株式の買取請求にともなう増加 25,043株

新株予約権の権利行使や譲渡制限株式ユニットの割当にともなう減少 47,695,273株
単元未満株式の買増しにともなう減少 534株
自己株式の消却にともなう減少 70,000,000株

［株主資本等変動計算書に関する注記］
１. 発行済株式に関する事項

２. 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）
増加の内訳は、次のとおりであります。

減少の内訳は、次のとおりであります。
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［損益計算書に関する注記］、［株主資本等変動計算書に関する注記］

名称 新株予約権の
割当日

目的となる
株式の種類

新株予約権の目的
となる株式の数 名称 新株予約権の

割当日
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的
となる株式の数

第71回 2016.6.7 普通株式 185,300株 第84回 2017.11.17 普通株式 1,805,200株
第76回 2017.6.9 普通株式 151,900株 第85回 2018.11.20 普通株式 1,728,200株
第77回 2017.6.9 普通株式 553,600株
第78回 2017.6.9 普通株式 142,800株
第79回 2017.6.9 普通株式 177,700株
第80回 2017.6.9 普通株式 47,000株

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年４月26日
取締役会 普通株式 36,049 12.00 2023年３月31日 2023年６月１日

2023年10月27日
取締役会 普通株式 24,115 8.00 2023年９月30日 2023年12月１日

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年４月26日
取締役会 普通株式 44,567 15.00 2024年３月31日 2024年６月３日

３. 新株予約権に関する事項(1)

(1) 権利行使期間の初日が到来していないものは除いております。

４. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
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［税効果会計に関する注記］

繰延税金資産
有価証券等評価損 137,653百万円
繰延ヘッジ損益 65,544百万円
地方税繰越欠損金 7,632百万円
固定資産評価減 2,441百万円
その他 3,139百万円
繰延税金資産小計 216,409百万円
評価性引当額 △119,315百万円
繰延税金資産合計 97,094百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △8,503百万円
デリバティブ △1,629百万円
繰延ヘッジ損益 △2,499百万円
その他 △404百万円
繰延税金負債合計 △13,035百万円
繰延税金資産の純額 84,059百万円

［税効果会計に関する注記］
１．繰延税金資産および負債の発生の主な原因別内訳

２．法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社はグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会
計処理ならびに開示を行っております。
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［関連当事者との取引に関する注記］

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円） 摘要

子会社 野村證券株式会社 (所有) 直接 100％

諸設備の提供
資金の貸付
資金の借入
情報システム
に関する業務
委託
役員の兼任

情報処理システム
利用料の受取 97,954 未収収益 19,699 （注１）

商標利用料の受取 45,920 未収収益 5,179 （注２）

資金の貸付 83,931 短期貸付金 133,000 （注３）
（注４）利息の受取 6,888 未収収益 871

劣後特約付コミットメントラインの設定 700,000 関係会社
長期貸付金 470,000

（注５）資金の貸付 470,000 － －
コミットメントライン設定料の受入 461 － －

デリバティブ契約にかかる担保金差入 196,408 差入保証金 204,004 （注６）
情報処理システム
開発料等の支払 10,036 未払費用 929 （注７）

子会社 ノムラ・インターナショナルPLC (所有) 間接 100％ 債務保証
債務保証 1,174,457 － －

（注８）
保証料の受入 823 未収収益 772

子会社 ノムラ・インターナショナル・ファンディングPte. Ltd. (所有) 直接 100％ 債務保証
債務保証 1,254,064 － －

（注８）
保証料の受入 594 未収収益 603

子会社 ノムラ・ホールディング・アメリカInc. (所有) 直接 100％ 資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付 3,254,758
短期貸付金 2,936,356

（注３）関係会社
長期貸付金 648,932

利息の受取 128,399 未収収益 25,433

子会社 ノムラ･セキュリティーズ･インターナショナル
Inc. (所有) 間接 100％ 資金の貸付

役員の兼任
資金の貸付 59,724 短期貸付金 151,360

（注９）
利息の受取 388 未収収益 89

子会社 ノムラ・コーポレート・ファンディング・アメリカLLC (所有) 間接 100％ 資金の貸付
債務保証

資金の貸付 1,419,689
短期貸付金 1,281,476

（注３）関係会社
長期貸付金 180,421

利息の受取 46,455 未収収益 7,288

債務保証 159,367 － －
（注８）

保証料の受入 208 未収収益 209

子会社 ノムラ・アメリカ・ファイナンスLLC. (所有) 間接 100％ 債務保証
債務保証 223,936 － －

（注８）
保証料の受入 87 未収収益 87

子会社 ノムラ・バンク・インターナショナルPLC (所有) 間接 100％ 債務保証
債務保証 381,874 － －

（注８）
保証料の受入 179 未収収益 183

［関連当事者との取引に関する注記］
子会社および関連会社
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［関連当事者との取引に関する注記］

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円） 摘要

子会社 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V. (所有) 直接 100％ 資金の借入
債務保証

資金の借入 1,204,823 短期借入金 1,465,600
（注10）

利息の支払 8,955 未払費用 1,016

債務保証 932,013 － －
（注８）

保証料の受入 511 未収収益 514

子会社 野村グローバル・ファイナンス株式会社 (所有) 直接 100％ 資金の借入
債務保証

資金の借入 1,369,021
短期借入金 794,000

（注10）長期借入金 915,648

利息の支払 38,073 未払費用 3,251

債務保証 1,806,390 － －
（注８）

保証料の受入 751 未収収益 752

子会社 ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツ
Inc. (所有) 間接 100％ 債務保証

役員の兼任
債務保証 678,354 － －

（注８）
保証料の受入 721 未収収益 700

子会社 ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズPLC (所有) 直接 100％ 資金の貸付
資金の貸付 485,013 関係会社

長期貸付金 508,570
（注３）

利息の受取 33,997 未収収益 2,408

子会社 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会
社 (所有) 直接 100％ 資金の貸付

資金の貸付 202,460 短期貸付金 159,000 （注３）
（注４）利息の受取 19,269 未収収益 1,454

劣後特約付コミットメントラインの設定 400,000 関係会社
長期貸付金 349,310

（注５）資金の貸付 301,766 － －
コミットメントライン設定料の受入 138 － －

子会社 野村アジアパシフィック・ホールディングス株式会社 (所有) 直接 100％ 資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付 106,012 短期貸付金 102,100
（注３）

利息の受取 821 未収収益 54

子会社 野村キャピタル・インベストメント株式会社 (所有) 直接 100％ 資金の貸付
資金の貸付 18,746 短期貸付金 123,700

（注３）
利息の受取 106 未収収益 44

関　連
会　社 株式会社野村総合研究所 (所有)

直接 19.1％ システムソリュー
ションサービス
コンサルティン
グ・ナレッジサー
ビスの購入

情報処理システム利用料等の支払 34,534 － －

（注11）
間接 3.9％ ソフトウエア等の購入 9,975 未払金 4,215

取引条件および取引条件の決定方針等
(注) 1. 情報処理システム利用料につきましては、当社の原価を基準として合理的に決定しております。

2. 取引条件につきましては、「重要な会計方針」8.収益および費用の計上基準に記載しております。
3. 資金の貸付につきましては、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。取引金額には、月末平均残高を記載しておりま

す。なお、担保は受け入れておりません。
4. 取引金額および期末残高から注5.の劣後特約付コミットメントラインの設定にかかる取引を除いております。
5. 劣後特約付コミットメントラインの設定における取引金額は融資限度額であります。
6. 取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。取引金額には、月末平均残高を記載しております。なお期末残高は、流動資産その

他に含まれております。
7. 情報処理システム開発料につきましては、子会社の原価を基準として取引ごとに合理的に決定しております。
8. 債務保証の内容については、「貸借対照表に関する注記」5.保証債務の残高に記載しております。また、それぞれの取引における保証料

率は一般の市場実勢を勘案し合理的に決定しております。
9. 資金の貸付につきましては、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。取引金額には、月末平均残高を記載しておりま

す。なお米国債を担保とした、リバースレポ取引です。
10. 資金の借入につきましては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。取引金額には、月末平均残高を記載しておりま

す。なお、担保は差し入れておりません。
11. 情報処理システム利用料やソフトウエアにつきましては、コンピュータの運営維持にかかる費用やシステム開発にかかる原価を勘案し、

取引ごとに決定しております。
12. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
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［１株当たり情報に関する注記］（個別）、［重要な後発事象に関する注記］、白頁

１株当たり純資産額 855円20銭
１株当たり当期純利益 30円01銭

［１株当たり情報に関する注記］

［重要な後発事象に関する注記］
（譲渡制限株式ユニットの付与）
　2024年５月16日、当社は譲渡制限株式ユニット（以下「RSU」）を当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等
に付与することを決議いたしました。付与されるRSUの総数は49,784,400個（49,784,400株相当）です。RSUとは、付与から
１年後から最長７年後に、対象者に対し、主に自己株式処分により当社の普通株式等を交付するというものです。

（業績連動型株式ユニットの付与）
　2024年５月16日、当社は業績連動型株式ユニット（以下「PSU」）を当社の執行役に付与することを決議いたしました。付与
されるPSUの基準株数は782,100株であり、支給率150％を適用した場合の株数は1,173,200株です。PSUとは、付与から３年
後に、対象者に対し、業績評価期間における業績指標の実績に応じ、主に自己株式処分により当社の普通株式等を交付するという
ものです。
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